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手話等による意思疎通等促進条例見直し検討小委員会設置要綱（案） 
 
（趣旨） 
第１条 滋賀県手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の手段による意思疎通等

の促進に関する条例（以下「条例」という。）付則第２項に基づき、この条例の施行後３年

を目途として、この条例の施行状況および手話に関する法制の整備の動向等を勘案し、こ

の条例の規定について検討を行うため、手話等による意思疎通等促進条例見直し検討小委

員会（以下「小委員会」という。）を設置するとともに、小委員会内に手話施策推進ワーキ

ンググループ（以下「ワーキンググループ」）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条 小委員会は、条例見直しについて必要となる以下の事項について、調査・検討等を

行う。 
 （1）手話等による意思疎通等の促進に関する施策の現状把握と課題・論点の整理 
 （2）手話等による意思疎通等の促進に関する条例見直しの必要性および改正項目の検討 
 （3）その他 
２ ワーキンググループは、条例見直しについて必要となる以下の事項について、調査・検

討等を行う。 
 （1）手話施策の現状把握と課題・論点の整理 
 （2）手話施策推進法に対応した条例見直しの必要性および改正項目の検討 
 （3）その他 
 
（組織） 
第３条 小委員会は、滋賀県障害者施策推進協議会運営要綱第５条第１項に基づく小委員会

とする。 
２ 委員は、滋賀県障害者施策推進協議会運営要綱第５条第２項に基づき、手話施策推進・

意思疎通支援の分野に精通する者として滋賀県障害者施策推進協議会長（以下「会長」と

いう。）が適当と認める者の中から、会長が委嘱して充てる。 
３ 委員の任期は令和９年３月 31 日までとする。ただし、この期間終了後、必要に応じて

再任することができる。 
 
（会議） 
第４条 会議は、必要に応じ会長が招集する。 
２ 会長は、必要があると認めたときは、会議に関する関係者を招き、意見を聴くことがで

きる。 
 
（庶務） 
第５条 小委員会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部障害福祉課において処理する。 
 
（その他） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 
 
付 則 

この要綱は、令和８年３月〇日から施行する。 
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